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Ⅰ．【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

 

　本日、半期報告書を提出いたしましたので、2025年４月４日付で提出した有価証券届出書以下「原届出

書」といいます。）の関係情報を新たな情報により訂正するため、また記載事項の一部訂正を行うため、訂

正届出書を提出いたします。

 

Ⅱ．【訂正の内容】

 

第二部【ファンド情報】

第１【ファンドの状況】

１【ファンドの性格】

 

（１）ファンドの目的及び基本的性格

 

（ハ）基本的性格

＜訂正前＞

（略）

（参考）一般社団法人投資信託協会が規定する商品分類および属性区分の一覧

（略）

当ファンドを含むすべての商品分類、属性区分の定義については、

一般社団法人投資信託協会のホームページをご覧ください。

ＨＰアドレス：http://www.toushin.or.jp/

 

＜訂正後＞

（略）

（参考）一般社団法人投資信託協会が規定する商品分類および属性区分の一覧

（略）

当ファンドを含むすべての商品分類、属性区分の定義については、

一般社団法人投資信託協会のホームページをご覧ください。

ＨＰアドレス：https://www.toushin.or.jp/

 

 

（ニ）ファンドの特色

＜訂正前＞

（略）

②　各資産への投資は、主として委託会社およびマザーファンドの運用委託先＊を含むJPMorgan Chase &

Co.および同社と直接または間接の資本関係により密接な関係を有する会社が所属する資産運用グルー

プ（以下「Ｊ.Ｐ．モルガン・アセット・マネジメント」といいます。）の多様な運用戦略の中から選

出して行います。また、Ｊ．Ｐ．モルガン・アセット・マネジメント以外の運用会社の運用戦略を採

用する場合があります。運用プロセスは、後記「２　投資方針」の「（１）投資方針　（ロ）投資態

度」をご参照ください

　＊後記「（ニ）ファンドの特色⑤」をご参照ください。（以下同じ。）

（略）

 

⑤　マザーファンドの運用の指図に関する権限をＪ．Ｐ．モルガン・インベストメント・マネージメン

ト・インク＊（米国法人）に委託します。（以下「運用委託先」という場合があります。）
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　　　　Ｊ．Ｐ．モルガン・アセット・マネジメント＊のグローバルなネットワークを活用し、運用を行いま

す。

＊　Ｊ．Ｐ．モルガン・アセット・マネジメントは、ＪＰモルガン・チェース・アンド・カンパニーおよび

世界の関連会社の資産運用ビジネスのブランドです。Ｊ．Ｐ．モルガン・インベストメント・マネージメント・イ

ンクおよび委託会社は、Ｊ．Ｐ．モルガン・アセット・マネジメントの一員です。

 

（注）資金動向、市況動向、経済情勢、投資環境等の変化に対応するために、やむを得ない事情がある

場合には、前記にしたがった運用が行えないことがあります。

 

＜訂正後＞

（略）

②　各資産への投資は、主として委託会社およびマザーファンドの運用委託先＊および運用再委託先＊を

含むJPMorgan Chase & Co.および同社と直接または間接の資本関係により密接な関係を有する会社が所

属する資産運用グループ（以下「Ｊ.Ｐ．モルガン・アセット・マネジメント」といいます。）の多様

な運用戦略の中から選出して行います。また、Ｊ．Ｐ．モルガン・アセット・マネジメント以外の運

用会社の運用戦略を採用する場合があります。運用プロセスは、後記「２　投資方針」の「（１）投

資方針　（ロ）投資態度」をご参照ください

　＊後記「（ニ）ファンドの特色⑤」をご参照ください。（以下同じ。）

（略）

 

⑤　マザーファンドの運用の指図に関する権限をＪ．Ｐ．モルガン・インベストメント・マネージメン

ト・インク＊（米国法人）に委託します。（以下「運用委託先」という場合があります。）

運用委託先は、委託会社から委託を受けた運用の指図に関する権限に基づき行う取引について、ア

ジア地域の時間帯で取引する方が望ましいと判断した場合、為替ヘッジを除く運用の指図に関する

権限を、ＪＰモルガン・アセット・マネジメント（アジア・パシフィック）リミテッド＊（香港法

人）に更に委託します。（以下「運用再委託先」という場合があります。）

 

　　　　Ｊ．Ｐ．モルガン・アセット・マネジメント＊のグローバルなネットワークを活用し、運用を行いま

す。

＊　Ｊ．Ｐ．モルガン・アセット・マネジメントは、ＪＰモルガン・チェース・アンド・カンパニーおよび

世界の関連会社の資産運用ビジネスのブランドです。Ｊ．Ｐ．モルガン・インベストメント・マネージメント・イ

ンク、ＪＰモルガン・アセット・マネジメント（アジア・パシフィック）リミテッドおよび委託会社は、Ｊ．Ｐ．モ

ルガン・アセット・マネジメントの一員です。

 

（注）資金動向、市況動向、経済情勢、投資環境等の変化に対応するために、やむを得ない事情がある

場合には、前記にしたがった運用が行えないことがあります。

 

 

（２）ファンドの沿革

＜訂正前＞

2025年５月29日　当ファンドおよびマザーファンドの信託契約締結、ならびに設定・運用開始（予定）

 

＜訂正後＞

2025年５月29日　当ファンドおよびマザーファンドの信託契約締結、ならびに設定・運用開始

 

（３）ファンドの仕組み

＜訂正前＞

（イ）仕組図
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（ロ）当ファンドおよびマザーファンドの委託会社および関係法人の名称、役割、委託会社等が締結してい

る契約等の概要

（略）

③　Ｊ．Ｐ．モルガン・インベストメント・マネージメント・インク（投資顧問会社）

　　委託会社との契約により、マザーファンドに関し、委託会社から運用の指図に関する権限の委託を

受け、マザーファンドの運用指図を行います。

④　販売会社

（略）

 

（ハ）委託会社の概況

①　資本金　2,218百万円（2025年２月末現在）

（略）

⑤　大株主の状況（2025年２月末現在）

（以下略）

 

＜訂正後＞

（イ）仕組図
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（ロ）当ファンドおよびマザーファンドの委託会社および関係法人の名称、役割、委託会社等が締結してい

る契約等の概要

（略）

③　Ｊ．Ｐ．モルガン・インベストメント・マネージメント・インク（投資顧問会社（運用委託先））

　　委託会社との契約により、マザーファンドに関し、委託会社から運用の指図に関する権限の委託を

受け、マザーファンドの運用指図を行います。

④ ＪＰモルガン・アセット・マネジメント（アジア・パシフィック）リミテッド（投資顧問会社（運用

再委託先））

運用委託先との契約により、マザーファンドに関し、運用委託先がアジア地域の時間帯で取引する

方が望ましいと判断した場合、運用委託先から為替ヘッジを除く運用の指図に関する権限の委託を受

け、マザーファンドの運用指図を行います。

⑤　販売会社

（略）

 

（ハ）委託会社の概況

①　資本金　2,218百万円（2025年12月末現在）

（略）

⑤　大株主の状況（2025年12月末現在）

（以下略）

 

 

２【投資方針】

（１）投資方針

＜訂正前＞

（略）

（ロ）投資態度

（略）

運用委託先が、債券および株式への投資が困難と判断する場合ならびに運用上効率的と判断する場合

は、上場投資信託証券に投資する場合があります。

 

（ＥＳＧ＊投資について）
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　運用委託先は、マザーファンドの運用プロセスの一環として、財務的に重要な環境、社会、ガバナン

ス面（企業統治）（ＥＳＧ）の要素を組み入れています（これらの要素の運用プロセスへの組み入れを

「ＥＳＧインテグレーション」といいます。以下同じ）。ＥＳＧインテグレーションは、銘柄分析と投

資判断にＥＳＧの要素を体系的に統合するものです。運用プロセスの一環として、運用委託先のポート

フォリオ・マネジャーは、環境、社会、ガバナンス面の各要素が、マザーファンドの投資対象の発行会

社または国・地域等の発行体に与える影響を評価します。運用委託先のポートフォリオ・マネジャー

は、各業界の主要な投資機会とリスクを分析することで、発行会社等にかかるＥＳＧの要素のうち財務

的に重要性が高い要因を特定し、当該会社等との対話に役立つ重要な問題を確認します。これらの評価

は決定的なものではなく、これらの要素により悪影響を受ける可能性のある発行会社または国・地域等

の発行体の有価証券に投資を行い保有することがあります。一方、マザーファンドは、これらの要素に

よりプラスの影響を受ける可能性のある発行会社または国・地域等の発行体の有価証券であっても、そ

れらを売却することや投資しないことがあります。特に、ＥＳＧインテグレーションは、マザーファン

ドの投資目的を変更するものではなく、特定の業種や企業を除外したり、マザーファンドの投資対象を

制限したりするものでもありません。マザーファンドは、特定の種類の企業もしくは投資対象を除外し

たい、または特定のＥＳＧ目標を実現するファンドを探している投資家のために設計されているもので

はありません。

＊　「ＥＳＧ」とは、環境（Environment）、社会（Social）、ガバナンス（Governance）の頭文字を合わせたものを

いいます。

（略）

 

＜当ファンドまたはマザーファンドにおいて行われることがある、投資者の利益を害することとなる潜在

的なおそれのある取引の内容、および当該取引が投資者の利益を害しないことを確保するための措置＞

　委託会社および運用委託先（以下「委託会社等」という場合があります。）は、当ファンドまたはマ

ザーファンドにおいて、自己または第三者の利益を図るために投資者の利益を害することとなる潜在的

なおそれのある取引を行うことがあり、それらの内容は後記の「ＪＰモルガン・アセット・マネジメン

トにおける利益相反の開示について」をご覧ください。委託会社等は、当該取引が投資者の利益を害し

ないことを確保するための措置として、社内規程等を制定してそれにしたがった管理を行うとともに、

社内規程等の遵守状況についてモニタリングを必要に応じて行っています。

 

＜訂正後＞

（略）

（ロ）投資態度

（略）

運用委託先および運用再委託先が、債券および株式への投資が困難と判断する場合ならびに運用上効

率的と判断する場合は、上場投資信託証券に投資する場合があります。

 

（ＥＳＧ＊投資について）

　運用委託先および運用再委託先は、マザーファンドの運用プロセスの一環として、財務的に重要な環

境、社会、ガバナンス面（企業統治）（ＥＳＧ）の要素を組み入れています（これらの要素の運用プロ

セスへの組み入れを「ＥＳＧインテグレーション」といいます。以下同じ）。ＥＳＧインテグレーショ

ンは、銘柄分析と投資判断にＥＳＧの要素を体系的に統合するものです。運用プロセスの一環として、

運用委託先および運用再委託先のポートフォリオ・マネジャーは、環境、社会、ガバナンス面の各要素

が、マザーファンドの投資対象の発行会社または国・地域等の発行体に与える影響を評価します。運用

委託先および運用再委託先のポートフォリオ・マネジャーは、各業界の主要な投資機会とリスクを分析

することで、発行会社等にかかるＥＳＧの要素のうち財務的に重要性が高い要因を特定し、当該会社等

との対話に役立つ重要な問題を確認します。これらの評価は決定的なものではなく、これらの要素によ

り悪影響を受ける可能性のある発行会社または国・地域等の発行体の有価証券に投資を行い保有するこ

とがあります。一方、マザーファンドは、これらの要素によりプラスの影響を受ける可能性のある発行
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会社または国・地域等の発行体の有価証券であっても、それらを売却することや投資しないことがあり

ます。特に、ＥＳＧインテグレーションは、マザーファンドの投資目的を変更するものではなく、特定

の業種や企業を除外したり、マザーファンドの投資対象を制限したりするものでもありません。マザー

ファンドは、特定の種類の企業もしくは投資対象を除外したい、または特定のＥＳＧ目標を実現する

ファンドを探している投資家のために設計されているものではありません。

＊　「ＥＳＧ」とは、環境（Environment）、社会（Social）、ガバナンス（Governance）の頭文字を合わせたものを

いいます。

（略）

 

＜当ファンドまたはマザーファンドにおいて行われることがある、投資者の利益を害することとなる潜在

的なおそれのある取引の内容、および当該取引が投資者の利益を害しないことを確保するための措置＞

　委託会社、運用委託先および運用再委託先（以下「委託会社等」という場合があります。）は、当

ファンドまたはマザーファンドにおいて、自己または第三者の利益を図るために投資者の利益を害する

こととなる潜在的なおそれのある取引を行うことがあり、それらの内容は後記の「ＪＰモルガン・ア

セット・マネジメントにおける利益相反の開示について」をご覧ください。委託会社等は、当該取引が

投資者の利益を害しないことを確保するための措置として、社内規程等を制定してそれにしたがった管

理を行うとともに、社内規程等の遵守状況についてモニタリングを必要に応じて行っています。

 

（３）運用体制

＜訂正前＞

・　当ファンドの主要投資先であるマザーファンドにおける運用体制

　以下は、当ファンドの運用開始日から予定しているマザーファンドにおける運用体制です。

①　マザーファンドのポートフォリオ・マネジャーは、マザーファンドの運用会社のマルチ・アセッ

ト・ソリューションズに所属します。

②　マルチ・アセット・ソリューションズ（約110名）では、アセットクラスへの基本資産配分の決

定、機動的資産配分の決定、運用戦略の決定を行います。

（略）

④　Ｊ．Ｐ．モルガン・インベストメント・マネージメント・インクにおいては、運用部門から独立

した以下の内部管理部門等が以下に掲げる事項その他のリスク管理を行います。

（略）

・　コンプライアンス部門は、取引価格の妥当性、利益相反取引の有無等、有価証券等の取引が適正

であるかのチェックを行います。

（略）

（注１）運用体制については、Ｊ．Ｐ．モルガン・インベストメント・マネージメント・インクを含めたＪ．Ｐ．モルガ

ン・アセット・マネジメントのものを記載しています。

（注２）前記の運用体制、組織名称等は、2024年12月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。

（略）

・　委託会社による、運用委託先および受託会社に対する管理体制

　　委託会社は、運用委託先の管理については、社内規程を定め、その規程にしたがい、運用商品管理部

門が運用体制の状況や運用の基本方針に沿った運用業務の遂行の確認等を行うことにより管理していま

す。

　　また、受託会社の管理については、委託会社の事務管理部門において、日々の業務を通じ、受託会社

の管理体制および知識・経験等を評価しています。さらに、必要に応じミーティングを行い、受託会社

の業務の状況を確認しています。

 

＜訂正後＞

・　当ファンドの主要投資先であるマザーファンドにおける運用体制

①　マザーファンドのポートフォリオ・マネジャーは、マザーファンドの運用会社のマルチ・アセッ

ト・ソリューションズに所属します。マザーファンドのポートフォリオ・マネジャーがアジア地域
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の時間帯で取引する方が望ましいと判断した場合、マザーファンドの運用をＪＰモルガン・アセッ

ト・マネジメント（アジア・パシフィック）リミテッドが行います。

②　マルチ・アセット・ソリューションズ（約110名（2025年９月末現在））では、アセットクラスへ

の基本資産配分の決定、機動的資産配分の決定、運用戦略の決定を行います。

（略）

④　Ｊ．Ｐ．モルガン・インベストメント・マネージメント・インク（運用再委託が行われる場合

は、ＪＰモルガン・アセット・マネジメント（アジア・パシフィック）リミテッドを含みます。）

においては、運用部門から独立した以下の内部管理部門等が以下に掲げる事項その他のリスク管理

を行います。

（略）

・　コンプライアンス部門は、取引価格・時点や、利益相反取引の有無等、有価証券等の取引が適正

であるかのチェックを行います。

（略）

（注１）運用体制については、Ｊ．Ｐ．モルガン・インベストメント・マネージメント・インク、ＪＰモルガン・アセッ

ト・マネジメント（アジア・パシフィック）リミテッドを含めたＪ．Ｐ．モルガン・アセット・マネジメントのもの

を記載しています。

（注２）前記の運用体制、組織名称等は、2025年12月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。

 

（略）

・　委託会社による、運用委託先、運用再委託先および受託会社に対する管理体制

　　委託会社は、運用委託先および運用再委託先の管理については、社内規程を定め、その規程にしたが

い、運用商品管理部門が運用体制の状況や運用の基本方針に沿った運用業務の遂行の確認等を行うこと

により管理しています。

　　また、受託会社の管理については、委託会社の事務管理部門において、日々の業務を通じ、受託会社

の管理体制および知識・経験等を評価しています。さらに、必要に応じミーティングを行い、受託会社

の業務の状況を確認しています。

 

（５）投資制限

＜訂正前＞

（略）

（参考）マザーファンドの投資制限

マザーファンド信託約款は、委託会社（運用委託先を含みます。）によるマザーファンドの運用に関し

て以下のような一定の制限および限度を定めています。

（以下略）

 

＜訂正後＞

（略）

（参考）マザーファンドの投資制限

マザーファンド信託約款は、委託会社（運用委託先および運用再委託先を含みます。）によるマザー

ファンドの運用に関して以下のような一定の制限および限度を定めています。

（以下略）

 

３【投資リスク】

 

（１）リスク要因

＜訂正前＞

（略）

⑩　投資方針の変更について
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経済情勢や投資環境の変化、または投資効率の観点等から、投資対象または投資手法の変更を行う

場合があります。また、運用委託先を変更する場合があります。

（略）

⑯　外国為替取引の決済リスク

（略）

 

＜訂正後＞

（略）

⑩　投資方針の変更について

経済情勢や投資環境の変化、または投資効率の観点等から、投資対象または投資手法の変更を行う

場合があります。また、運用委託先および運用再委託先を変更する場合があります。

（略）

⑯　外国為替取引の決済リスク

（略）

⑰　オペレーショナルリスク（業務上のリスク）

当ファンドおよびマザーファンドは、オペレーショナルリスクにさらされています。オペレーショ

ナルリスクとは、内部管理、人員、システム、または外部からの事象への対応が不十分だったり失敗

したりすることで生じる損失のリスクをいいます。当該リスクは、人為的なミス、処理・コミュニ

ケーションの不備や間違い、誤ったまたは不完全なデータの提供または受領、代理人、サービスを提

供するもの、相手方またはその他の第三者のエラー、不適切または不十分な手続き、ガバナンスおよ

び、技術の失敗またはシステムの故障などの原因から生じます。このようなリスクは、当ファンドお

よびマザーファンドの評価、価格の算出、会計、税務報告、財務報告、保管および取引に影響を与え

るエラーを引き起こす可能性があります。

運用会社は、オペレーショナルリスクを減らし、その影響を軽減するために、サービスプロバイ

ダーを管理し、管理に必要な手続き等の態勢を整え、継続的に監視および監督を実施しています。し

かし、すべてのオペレーショナルリスクを予測し、特定し、完全に排除または軽減することは不可能

であり、オペレーショナルリスクが発生した場合に当ファンドおよびマザーファンドに損失をもたら

すことがあります。さらに、オペレーショナルリスクは長期間にわたって検出されないことがあり、

特定のオペレーショナルリスクにかかる問題が検出され解決・軽減されたとしても、潜在的な損失を

回収することができない場合があります。

 

 

　原届出書「第二部　ファンド情報　第１　ファンドの状況　３　投資リスク（１）リスク要因」末尾の参

考情報について、以下の内容に更新・訂正されます。

 

＜更新・訂正後＞
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（２）投資リスクに関する管理体制

＜訂正前＞

運用委託先におけるリスク管理

以下は、当ファンドの運用開始日から投資することを予定しているマザーファンドにおけるリスク管

理体制です。

以下は、マザーファンドの運用の指図に関する権限の委託を受けた、Ｊ．Ｐ．モルガン・インベスト

メント・マネージメント・インクにおけるものです。同社においては、運用部門から独立した以下の部

門が以下に掲げる事項その他のリスク管理を行います。

 

（略）

（2024年12月末現在）
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（略）

・　コンプライアンス部門は、取引価格の妥当性、利益相反取引の有無等、有価証券等の取引が適正で

あるかのチェックを行います。

（略）

 

流動性リスクの管理

ＪＰモルガン・アセット・マネジメント（アジア・パシフィック）リミテッド＊（香港法人）は、当

ファンドおよびマザーファンドの流動性リスクのモニタリングを行います。委託会社のリスク管理部門

は、流動性リスクのモニタリングに係る手順書にしたがい、当ファンドおよびマザーファンドの組入資

産の流動性リスクのモニタリング状況を把握するとともに、必要に応じて緊急時対応策の策定・検証等

を行います。委託会社のビジネス・コントロール・コミッティは、当ファンドおよびマザーファンドの

流動性リスク管理の適切な実施状況や流動性リスク管理態勢等について管理・監督を行います。

＊　ＪＰモルガン・アセット・マネジメント（アジア・パシフィック）リミテッドは、Ｊ．Ｐ．モルガン・アセット・

マネジメントの一員です。

 

（以下略）

 

＜訂正後＞

運用委託先および運用再委託先におけるリスク管理

以下は、マザーファンドの運用の指図に関する権限の委託を受けた、Ｊ．Ｐ．モルガン・インベスト

メント・マネージメント・インクおよびＪＰモルガン・アセット・マネジメント（アジア・パシフィッ

ク）リミテッドにおけるものです。同社においては、運用部門から独立した以下の部門が以下に掲げる

事項その他のリスク管理を行います。

 

（略）

（2025年12月末現在）

（略）

・　コンプライアンス部門は、取引価格・時点や、利益相反取引の有無等、有価証券等の取引が適正で

あるかのチェックを行います。

（略）

 

流動性リスクの管理

委託会社のグループ内の他の会社は、当ファンドおよびマザーファンドの流動性リスクのモニタリン

グを行います。委託会社のリスク管理部門は、流動性リスクのモニタリングに係る手順書にしたがい、

当ファンドおよびマザーファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリング状況を把握するとともに、

必要に応じて緊急時対応策の策定・検証等を行います。委託会社のビジネス・コントロール・コミッ

ティは、当ファンドおよびマザーファンドの流動性リスク管理の適切な実施状況や流動性リスク管理態

勢等について管理・監督を行います。

 

（以下略）

 

４【手数料等及び税金】

（３）信託報酬等

＜訂正前＞

（略）

委託会社の受ける報酬には、運用委託先への報酬＊（信託財産の純資産総額に対し年率0.35％）が含ま

れています。
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＊　投資判断等の運用業務およびこれに付随する業務の対価として、毎計算期間の最初の６ヵ月終了日（休業日の場合

は翌営業日）、毎計算期間終了日および信託終了日の翌営業日以降に支払われます。ただし、マザーファンドの信託

が終了する場合は、その信託終了日の翌営業日以降に支払うものとします。

 

信託報酬は、毎日費用計上し、毎計算期間の最初の６ヵ月終了日（休業日の場合は翌営業日）、毎計算

期間終了日および信託終了日の翌営業日に信託財産中から支弁されます。

 

　　マザーファンドにおいては、信託報酬はかかりません。

 

＜訂正後＞

（略）

委託会社の受ける報酬には、委託会社から運用委託先への報酬＊（信託財産の純資産総額に対し年率

0.35％）が含まれています。また、運用委託先は委託会社から受けた報酬の中から運用再委託先への報

酬＊（信託財産の純資産総額に対し年率0.035％）を支払います。

＊　運用委託先および運用再委託先における投資判断等の運用業務およびこれに付随する業務の対価として、毎計算期

間の最初の６ヵ月終了日（休業日の場合は翌営業日）、毎計算期間終了日および信託終了日の翌営業日以降に支払わ

れます。ただし、マザーファンドの信託が終了する場合は、その信託終了日の翌営業日以降に支払うものとします。

運用再委託先が受ける報酬は、運用再委託が開始された日以降に発生します（2026年２月26日現在、運用再委託は開

始されておりません。）。

 

信託報酬は、毎日費用計上し、毎計算期間の最初の６ヵ月終了日（休業日の場合は翌営業日）、毎計算

期間終了日および信託終了日の翌営業日に信託財産中から支弁されます。

 

　　マザーファンドにおいては、信託報酬はかかりません。

 

 

（５）課税上の取扱い

＜訂正前＞

（略）

　なお、税法が改正された場合には、以下の内容が変更になることがあります。以下の税制は2025年２

月末現在適用されるものです。

 

（略）

 

③　法人、個人別の課税の取扱について

（ａ）個人の受益者に対する課税

（略）

（ニ）少額投資非課税制度について

（略）

上記は2025年２月末現在のものです。税法が改正された場合等には変更される場合があります。

（略）

※　外国税額控除の適用となった場合には、収益分配時の税金が前記と異なる場合があります。

※　課税上の取扱いの詳細については、税務専門家（税務署等）に確認することをお勧めします。

 

（参考情報）　ファンドの総経費率

ファンドの運用は、2025年５月29日より開始する予定であり、有価証券届出書提出日現在、開示でき

る情報はありません。

 

＜訂正後＞

（略）

EDINET提出書類

ＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社(E06264)

訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

12/46



　なお、税法が改正された場合には、以下の内容が変更になることがあります。以下の税制は2025年12

月末現在適用されるものです。

 

（略）

 

③　法人、個人別の課税の取扱について

（ａ）個人の受益者に対する課税

（略）

（ニ）少額投資非課税制度について

（略）

上記は2025年12月末現在のものです。税法が改正された場合等には変更される場合があります。

（略）

※　外国税額控除の適用となった場合には、収益分配時の税金が前記と異なる場合があります。

※　課税上の取扱いの詳細については、税務専門家（税務署等）に確認することをお勧めします。

 

（参考情報）　ファンドの総経費率

ファンドの運用は、2025年５月29日から開始しておりますが、第１期決算を迎えていないため、2026

年２月26日現在、開示できる情報はありません

 

５【運用状況】

 

　原届出書「第二部　ファンド情報　第１　ファンドの状況　５　運用状況」について、以下の内容に更

新・訂正されます。

 

＜更新・訂正後＞

（１）投資状況

  （2025年12月30日現在）

資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率(％)

親投資信託受益証券 日本 10,338,244,323 100.08

現金・預金・その他の資産(負債控除後) － △8,223,506 △0.08

合計(純資産総額)  10,330,020,817 100.00

　（注）投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
親投資信託は、全て「ＧＩＭグランド・アセット・アロケーション・マザーファンド（適格機関投資家専用）」です
（以下同じ）。

 

（参考）ＧＩＭグランド・アセット・アロケーション・マザーファンド（適格機関投資家専用）

  （2025年12月30日現在）

資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率(％)

投資証券 アメリカ 3,409,099,008 32.98

 アイルランド 285,094,593 2.76

 イギリス 6,300,912,568 60.95

 小計 9,995,106,169 96.68

現金・預金・その他の資産(負債控除後) － 342,873,132 3.32

合計(純資産総額)  10,337,979,301 100.00

　（注１）投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
　（注２）上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。

具体的な投資対象については、「第１ファンドの状況　１ファンドの性格（１）ファンドの目的及び基本的性格
（イ）ファンドの目的」をご参照ください。

 

（２）投資資産
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①　投資有価証券の主要銘柄

       （2025年12月30日現在）

順
位
国／
地域

種類 銘柄名 口数
帳簿価額
単価
(円)

帳簿価額
金額
(円)

評価額
単価
(円)

評価額
金額
(円)

投資
比率
(％)

1 日本
親投資信託

受益証券

ＧＩＭグランド・アセット・アロ

ケーション・マザーファンド（適格

機関投資家専用）

9,490,722,779 1.0310 9,785,119,392 1.0893 10,338,244,323 100.08

 

（参考）ＧＩＭグランド・アセット・アロケーション・マザーファンド（適格機関投資家専用）

        （2025年12月30日現在）

順位
国／

地域

投資国

／地域
種類 銘柄名 口数

帳簿価額

単価

(円)

帳簿価額

金額

(円)

評価額

単価

(円)

評価額

金額

(円)

投資

比率

(％)

1
アメリ

カ

アメリ

カ

投資

証券
JPM GLOBAL SELECT EQ-ETF 181,726 10,067.88 1,829,596,903 10,644.60 1,934,402,093 18.71

2
イギリ

ス

アイル

ランド

投資

証券

JPMORGAN USD IG CORPORATE

BOND-ETF
76,870 18,968.59 1,458,116,088 19,668.63 1,511,927,803 14.62

3
イギリ

ス

アイル

ランド

投資

証券

JPMORGAN BETABUILDERS US

TREASURY BO-ETF
64,742 16,252.37 1,052,211,276 16,802.01 1,087,796,327 10.52

4
イギリ

ス

アイル

ランド

投資

証券

JPM USD HIGH YIELD BOND

ACTIVE UCITS-ETF
600,107 1,642.00 985,377,684 1,701.02 1,020,796,649 9.87

5
イギリ

ス

アイル

ランド

投資

証券

JPM EUR IG CORP BOND ACTIVE

UCITS-ETF
51,085 19,392.91 990,686,884 19,942.61 1,018,768,375 9.85

6
アメリ

カ

アメリ

カ

投資

証券
JPM ACTIVE GROWTH-ETF 50,586 13,611.92 688,572,842 14,680.63 742,634,410 7.18

7
アメリ

カ

アメリ

カ

投資

証券
JPM ACTIVE VALUE USD-ETF 64,540 10,429.53 673,122,053 11,342.77 732,062,505 7.08

8
イギリ

ス

アイル

ランド

投資

証券

JPM BETAB EUR GOVT UCITS-

ETF
35,192 16,972.53 597,297,412 17,366.33 611,155,942 5.91

9
イギリ

ス

アイル

ランド

投資

証券
JPM GL EM REI ESG UCITS-ETF 86,972 5,845.40 508,386,452 6,380.99 554,967,827 5.37

10
イギリ

ス

アイル

ランド

投資

証券

JPMORGAN EUROPE REI ESG

UCITS-ETF
31,321 8,583.30 268,837,664 9,192.53 287,919,454 2.79

11
アイル

ランド

アイル

ランド

投資

証券

ＪＰＭ　Ｊａｐａｎ　ＲＥ

Ｉ　ＥＱ　ＥＴＦ（ａｃ

ｃ）

51,489 4,868.64 250,681,563 5,537 285,094,593 2.76

12
イギリ

ス

アイル

ランド

投資

証券

JPM AC ASIA PACIFIC EX JPN

REI ACT-ETF
43,468 4,256.90 185,039,280 4,775.47 207,580,191 2.01

　（注）上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。な
お、「投資国/地域」は、「第１ファンドの状況　１ファンドの性格（１）ファンドの目的及び基本的性格（イ）ファ

ンドの目的」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価

証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国/地域」に

おける国/地域名が異なる場合があります。

 

種類別および業種別投資比率

 （2025年12月30日現在）

種類 投資比率（％）

親投資信託受益証券 100.08

 

（参考）ＧＩＭグランド・アセット・アロケーション・マザーファンド（適格機関投資家専用）

 （2025年12月30日現在）
 

種類 投資比率（％）

投資証券 96.68

 

②　投資不動産物件

該当事項はありません。

 

③　その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

EDINET提出書類

ＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社(E06264)

訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

14/46



 

EDINET提出書類

ＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社(E06264)

訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

15/46



（３）運用実績

①　純資産の推移

　2025年12月末日および設定来における各月末の純資産の推移は次の通りです。

期 年月日

純資産総額

（百万円）

（分配落）

純資産総額

（百万円）

（分配付）

１口当たり

純資産額

（円）

（分配落）

１口当たり

純資産額

（円）

（分配付）

 2025年５月末日 2,717 － 1.0015 －

 2025年６月末日 3,897 － 1.0224 －

 2025年７月末日 5,286 － 1.0344 －

 2025年８月末日 6,933 － 1.0434 －

 2025年９月末日 8,003 － 1.0583 －

 2025年10月末日 8,821 － 1.0780 －

 2025年11月末日 9,348 － 1.0778 －

 2025年12月末日 10,330 － 1.0834 －

 

②　分配の推移

期 １口当たり分配金（円）

１期（中間期） 0.0000

 

③　収益率の推移

期 収益率（％）

１期（中間期） 7.78

　（注）収益率とは計算期間末の基準価額から当初設定時の基準価額を控除した額を当初設定時の基準価額で除したもので
す。

 

（４）設定及び解約の実績

下記計算期間中の設定および解約の実績ならびに当該計算期間末の残存口数は次の通りです。

期 設定口数（口） 解約口数（口） 残存口数（口）

１期（中間期） 8,809,953,434 136,159,186 8,673,794,248

　（注１）第１期（中間期）の設定口数には、当初申込期間中の設定口数を含みます。
　（注２）設定口数、解約口数は、全て本邦内におけるものです。
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<参考情報>
最新の運用実績は、委託会社ホームページ（am.jpmorgan.com/jp）、または販売会社でご確認いただけます。

過去の実績を示したものであり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。

 
基準日 2025年12月30日 設定日 2025年５月29日

純資産総額 103億円 決算回数 年１回

基準価額・純資産の推移  分配の推移

  期 年月 円

  設定来累計 0

 
 
 
 
 
 

＊分配金は税引前1万口当たりの金額です。

 

 

 

＊基準価額は、1万口当たり、信託報酬控除後です。   
 
種類別構成状況  国（地域）別構成状況  通貨別構成状況

種類 投資比率※2  投資国/地域※1 投資比率※2  通貨 投資比率※2

投資証券 96.8%  アイルランド 63.8%  米ドル 85.3%

   アメリカ 33.0%  英ポンド 5.9%

      ユーロ 2.8%

     日本円 2.8%

     
注：外貨建て資産について、適時為替ヘッジを
行う場合があります。

 

組入上位銘柄
 

 

年間収益率の推移

＊年間収益率（％）＝（年末営業日の基準価額÷前年末営業日の基準価額－1）×100

＊2025年の年間収益率は設定日から2025年12月30日までのものです。

＊ベンチマークは設定していません。

＊当ページにおける「ファンド」は、ＪＰモルガン・グランド・アセット・アロケーションです。

運用実績において、金額は表示単位以下を切捨て、投資比率および収益率は表示単位以下を四捨五入して記載しています。

※1　「投資国/地域」は、「第１ファンドの状況　１　ファンドの性格　（１）ファンドの目的及び基本的性格　（イ）ファンドの目的」の記

載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。

※2　ファンドはマザーファンドを通じて投資を行うため、マザーファンドの投資銘柄をファンドが直接保有しているものとみなし、ファンドの

純資産総額に対する投資比率として計算しています。
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第２【管理及び運営】

３【資産管理等の概要】

（５）その他

＜訂正前＞

（略）

④　関係会社との契約の更新等に関する手続について

（略）

（ｂ）委託会社と運用委託先との間の投資運用の委託に関する契約には期限の定めはありません。

（以下略）

 

＜訂正後＞

（略）

④　関係会社との契約の更新等に関する手続について

（略）

（ｂ）委託会社と運用委託先、または運用委託先と運用再委託先との間の投資運用の委託に関する契約

には期限の定めはありません。

（以下略）
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第３【ファンドの経理状況】

 

原届出書「第二部　ファンド情報　３　ファンドの経理状況」について、以下の内容に更新・訂正されま

す。

 

＜更新・訂正後＞

 

１．当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵

省令第59号）ならびに同規則第284条および第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」

（平成12年総理府令第133号）に基づき作成しております。

なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

 

２．当ファンドは、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当中間計算期間（2025年５月29日か

ら2025年11月28日まで）の中間財務諸表について、PwC Japan有限責任監査法人による中間監査を受けてお

ります。
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中間財務諸表

【ＪＰモルガン・グランド・アセット・アロケーション】

（１）【中間貸借対照表】

 （単位：円）

 
当中間計算期間末
(2025年11月28日現在)

資産の部  
流動資産  
親投資信託受益証券 9,379,334,632

流動資産合計 9,379,334,632

資産合計 9,379,334,632

負債の部  
流動負債  
未払受託者報酬 530,876

未払委託者報酬 30,071,138

流動負債合計 30,602,014

負債合計 30,602,014

純資産の部  
元本等  
元本 ※１ 8,673,794,248

剰余金  
中間剰余金又は中間欠損金（△） 674,938,370

元本等合計 9,348,732,618

純資産合計 9,348,732,618

負債純資産合計 9,379,334,632
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（２）【中間損益及び剰余金計算書】

 （単位：円）

 
当中間計算期間

(自　2025年５月29日
　至　2025年11月28日)

営業収益  
有価証券売買等損益 480,141,318

営業収益合計 480,141,318

営業費用  
受託者報酬 530,876

委託者報酬 ※１ 30,071,138

営業費用合計 30,602,014

営業利益又は営業損失（△） 449,539,304

経常利益又は経常損失（△） 449,539,304

中間純利益又は中間純損失（△） 449,539,304

一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解

約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
6,715,950

期首剰余金又は期首欠損金（△） －

剰余金増加額又は欠損金減少額 235,087,751

中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少

額
235,087,751

剰余金減少額又は欠損金増加額 2,972,735

中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加

額
2,972,735

分配金 －

中間剰余金又は中間欠損金（△） 674,938,370
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（３）【中間注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

 当中間財務諸表対象期間

有価証券の評価基準および

評価方法

親投資信託受益証券

　移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価して

おります。

 

（中間貸借対照表に関する注記）

区分
当中間計算期間末

(2025年11月28日現在)

※１期首元本額 2,713,322,448円

期中追加設定元本額 6,096,630,986円

期中一部解約元本額 136,159,186円

受益権の総数 8,673,794,248口

１口当たりの純資産額 1.0778円

(１万口当たりの純資産額) (10,778円)

 

（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

 当中間財務諸表対象期間

※１信託財産の運用の指図に関する権限の全部
または一部を委託するために要する費用と
して委託者報酬の中から支弁している額

 

純資産総額に年率0.35％を乗じて得た額
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（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

 
当中間計算期間末

(2025年11月28日現在)

１．中間貸借対照表計上

額、時価およびその差

額

　中間貸借対照表計上額は当中

間計算期間末の時価で計上して

いるため、その差額はありませ

ん。

２．時価の算定方法 (1)有価証券

　「重要な会計方針に係る事

項に関する注記」に記載して

おります。

 (2)有価証券以外の金融商品

　有価証券以外の金融商品

は、短期間で決済され、時価

は帳簿価額と近似しているこ

とから、当該金融商品の帳簿

価額を時価としております。

３．金融商品の時価等に関

する事項についての補

足説明

　金融商品の時価の算定におい

ては、一定の前提条件等を採用

しているため、異なる前提条件

によった場合、当該価額が異な

ることもあります。

 

（デリバティブ取引等に関する注記）

　該当事項はありません。
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（参考）

　当ファンドは「ＧＩＭグランド・アセット・アロケーション・マザーファンド（適格機関投資家専

用）」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証

券」は、全て同親投資信託の受益証券であります。

　尚、同親投資信託の状況は以下の通りであります。

 

「ＧＩＭグランド・アセット・アロケーション・マザーファンド（適格機関投資家専用）」の状況

　尚、以下に記載した情報は監査の対象外であります。

 

（１）貸借対照表

  （単位：円）

区分
注記

番号

(2025年11月28日現在)

金額

資産の部   

流動資産   

預金  816,215,215

コール・ローン  1,002,008

投資証券  8,962,385,901

派生商品評価勘定  19,399,429

未収利息  9

流動資産合計  9,799,002,562

資産合計  9,799,002,562

負債の部   

流動負債   

派生商品評価勘定  105,521,657

未払金  314,399,237

流動負債合計  419,920,894

負債合計  419,920,894

純資産の部   

元本等   

元本 ※１ 8,662,111,777

剰余金   

剰余金又は欠損金（△）  716,969,891

元本等合計  9,379,081,668

純資産合計  9,379,081,668

負債純資産合計  9,799,002,562
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（２）注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

 当財務諸表対象期間

１．有価証券の評価基

準および評価方法

投資証券

　移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しておりま

す。

(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券

　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品

取引所等における最終相場（外貨建証券の場合は知りうる直近の最終相

場）で評価しております。

　当該金融商品取引所等の最終相場がない場合には、当該金融商品取引

所等における直近の日の最終相場で評価しておりますが、直近の日の最

終相場によることが適当でないと認められた場合は、当該金融商品取引

所等における気配相場で評価しております。

 (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券

　当該有価証券については、原則として、日本証券業協会発表の売買参

考統計値（平均値）、金融機関の提示する価額（ただし、売気配相場は

使用しない）又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した

価額で評価しております。

 (3)時価が入手できなかった有価証券

　適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認

定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合

理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が

合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

２．デリバティブ等の

評価基準および評

価方法

為替予約取引

　個別法に基づき、原則として時価で評価しております。

　為替予約の評価は、原則として、わが国における対顧客先物売買相場の

仲値によって計算しております。

３．その他財務諸表作

成のための基礎と

なる事項

外貨建取引等の処理基準

　外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12

年総理府令第133号）第60条および第61条に従って処理しております。
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（貸借対照表に関する注記）

区分 (2025年11月28日現在)

※１期首元本額 2,713,322,448円

期中追加設定元本額 6,084,439,114円

期中解約元本額 135,649,785円

元本の内訳（注）  

ＪＰモルガン・グランド・アセット・

アロケーション
8,662,111,777円

合　計 8,662,111,777円

受益権の総数 8,662,111,777口

１口当たりの純資産額 1.0828円

(１万口当たりの純資産額) (10,828円)

（注）当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

 

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

 (2025年11月28日現在)

１．貸借対照表計

上額、時価お

よびその差額

貸借対照表計上額は期末の時価で

計上しているため、その差額はあり

ません。

２．時価の算定方

法

(1)有価証券

「重要な会計方針に係る事項に

関する注記」に記載しておりま

す。

 (2)デリバティブ取引

「デリバティブ取引等に関する

注記」に記載しております。

 (3)有価証券およびデリバティブ取引

以外の金融商品

有価証券およびデリバティブ取

引以外の金融商品は、短期間で決

済され、時価は帳簿価額と近似し

ていることから、当該金融商品の

帳簿価額を時価としております。

３．金融商品の時

価等に関する

事項について

の補足説明

金融商品の時価の算定において

は、一定の前提条件等を採用してい

るため、異なる前提条件によった場

合、当該価額が異なることもありま

す。
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（デリバティブ取引等に関する注記）

取引の時価等に関する事項

（通貨関連）

区分 種類

(2025年11月28日現在)

契約額等

(円)

うち

1年超

(円)

時価

(円)

評価損益

(円)

市場

取引

以外

の取

引

為替予約取引     

買建     

アメリカドル 1,845,488,898 － 1,864,069,600 18,580,702

カナダドル 37,038,716 － 37,358,414 319,698

売建     

アメリカドル 6,939,218,687 － 7,030,032,329 △90,813,642

ユーロ 1,621,601,052 － 1,634,085,568 △12,484,516

英ポンド 55,785,983 － 56,424,255 △638,272

スウェーデンクローネ 35,997,684 － 36,160,713 △163,029

香港ドル 101,380,610 － 102,303,779 △923,169

合計  10,636,511,630 － 10,760,434,658 △86,122,228

（注）１．為替予約の時価の算定方法
（１）対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日（以下「当該日」という。）の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は当該為替予
約は当該仲値で評価しております。

②当該日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・当該日を越える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も
近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算したレートにより評価しております。

・当該日を越える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先
物売買相場の仲値により評価しております。

（２）対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値により評価しており
ます。

２．換算において円未満の端数は切り捨てております。
３．契約額等および時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
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２【ファンドの現況】

原届出書「第二部　ファンド情報　第３　ファンドの経理状況　２　ファンドの現況」について、以下の

内容に更新・訂正されます。

 

＜更新・訂正後＞

【純資産額計算書】

  （2025年12月30日現在）

 種類 金額 単位

 Ⅰ　資産総額 10,338,244,323 円

 Ⅱ　負債総額 8,223,506 円

 Ⅲ　純資産総額(Ⅰ－Ⅱ) 10,330,020,817 円

 Ⅳ　発行済口数 9,534,921,896 口

 Ⅴ　１口当たり純資産額(Ⅲ／Ⅳ) 1.0834 円

 

（参考）ＧＩＭグランド・アセット・アロケーション・マザーファンド（適格機関投資家専用）

  （2025年12月30日現在）

 種類 金額 単位

 Ⅰ　資産総額 10,390,880,028 円

 Ⅱ　負債総額 52,900,727 円

 Ⅲ　純資産総額(Ⅰ－Ⅱ) 10,337,979,301 円

 Ⅳ　発行済口数 9,490,722,779 口

 Ⅴ　１口当たり純資産額(Ⅲ／Ⅳ) 1.0893 円
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第三部【委託会社等の情報】

第１【委託会社等の概況】

１【委託会社等の概況】

＜訂正前＞

①　資本金の額（2025年２月末現在）

（略）

 

②（略）

 

③（略）

（注）前記（イ）および（ロ）の意思決定機構、組織名称等は、2025年２月末現在のものであり、今後変更となる場合があり

ます。

 

＜訂正後＞

①　資本金の額（2025年12月末現在）

　（略）

 

②（略）

 

③（略）

（注）前記（イ）および（ロ）の意思決定機構、組織名称等は、2025年12月末現在のものであり、今後変更となる場合があり

ます。

 

２【事業の内容及び営業の概況】

　届出書「第三部　委託会社等の情報　第１　委託会社等の概況　２　事業の内容及び営業の概況」につ

いて、以下の内容に更新・訂正されます。

 

＜更新・訂正後＞

　　投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行うとと

もに、金融商品取引法に定める金融商品取引業者として当該証券投資信託および投資一任契約に基づき委

託された資産の運用（投資運用業）を行っています。また金融商品取引法に定める以下の業務を行ってい

ます。

・投資助言・代理業

・有価証券の募集もしくは売出しの取扱いまたは私募の取扱いに関する第一種金融商品取引業

・有価証券の募集もしくは売出しの取扱いまたは私募の取扱い、および証券投資信託の募集または私募

に関する第二種金融商品取引業

　　委託会社が設定・運用している投資信託は、2025年12月末現在以下のとおりです（親投資信託は本数の

み。）。

 本数 純資産額（百万円）

公募追加型株式投資信託 52 876,648

公募単位型株式投資信託 － －

公募追加型債券投資信託 － －

公募単位型債券投資信託 － －

私募投資信託 71 5,173,797

総合計 123 6,050,445

親投資信託 43 －
（注）百万円未満は四捨五入
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３【委託会社等の経理状況】

 

＜訂正前＞

１．委託会社であるJPモルガン・アセット・マネジメント株式会社（以下「当社」という。）の財務諸

表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。以下「財

務諸表等規則」という。）並びに同規則第２条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府

令」（平成19年内閣府令第52号。以下「金融商品取引業等に関する内閣府令」という。）に基づいて

作成しております。

　なお、財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。

 

２．当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第35期事業年度（2024年４月１日から

2025年３月31日まで）の財務諸表について、PwC Japan有限責任監査法人による監査を受けておりま

す。

　　

 

＜訂正後＞

１．委託会社であるJPモルガン・アセット・マネジメント株式会社（以下「当社」という。）の財務諸

表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。以下「財

務諸表等規則」という。）並びに同規則第２条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府

令」（平成19年内閣府令第52号。以下「金融商品取引業等に関する内閣府令」という。）に基づいて

作成しております。

　また、当社の中間財務諸表は、「財務諸表等規則」並びに同規則第282条及び第306条に基づき、

「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づいて作成しております。

　　なお、財務諸表及び中間財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。

 

２．当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第35期事業年度（2024年４月１日から

2025年３月31日まで）の財務諸表について、PwC Japan有限責任監査法人による監査を受けておりま

す。

　　また、第36期中間会計期間（2025年４月１日から2025年９月30日まで）の中間財務諸表について

は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づきPwC Japan有限責任監査法人による中間監査を

受けております。

 

 

 

　原届出書「第三部　委託会社等の情報　第１　委託会社等の概況　３　委託会社等の経理状況」につい

て、以下の中間財務諸表が追加されます。

 

＜追加＞
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中間財務諸表

(1）中間貸借対照表

  （単位：千円）

  
第36期中間会計期間末

（2025年９月30日）

資産の部   

流動資産   

現金及び預金  14,247,851

前払費用  92,322

未収入金  40,532

未収委託者報酬  2,567,754

未収収益  2,585,583

その他  121

流動資産合計  19,534,165

固定資産   

投資その他の資産   

関係会社株式  60,000

投資有価証券  6,968,746

敷金保証金  40,883

前払年金費用  296,320

繰延税金資産  1,168,846

その他  5,500

投資その他の資産合計  8,540,297

固定資産合計  8,540,297

資産合計  28,074,462
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  （単位：千円）

  
第36期中間会計期間末

（2025年９月30日）

負債の部   

流動負債   

預り金  80,773

未払金  1,628,657

未払手数料  1,102,805

その他未払金 ※１ 525,851

未払費用  482,368

未払法人税等  1,481,881

賞与引当金  2,085,050

役員賞与引当金  93,007

流動負債合計  5,851,738

固定負債   

長期未払金  271,728

賞与引当金  1,202,779

役員賞与引当金  208,376

固定負債合計  1,682,884

負債合計  7,534,622

   

純資産の部   

株主資本   

資本金  2,218,000

資本剰余金   

資本準備金  1,000,000

資本剰余金合計  1,000,000

利益剰余金   

利益準備金  33,676

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金  16,739,433

利益剰余金合計  16,773,109

株主資本合計  19,991,109

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金  548,729

評価・換算差額等合計  548,729

純資産合計  20,539,839

負債・純資産合計  28,074,462
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(2）中間損益計算書

  （単位：千円）

  

第36期中間会計期間

（自2025年４月１日

至2025年９月30日）

営業収益   

委託者報酬  6,049,076

運用受託報酬  5,744,768

投資助言報酬  612,737

業務受託報酬  1,739,783

その他営業収益  166,448

営業収益合計  14,312,814

営業費用   

支払手数料  3,029,720

調査費  1,761,003

その他営業費用  353,626

営業費用合計  5,144,350

一般管理費  5,872,116

営業利益  3,296,346

営業外収益 ※１ 31,540

営業外費用 ※２ 603,149

経常利益  2,724,737

税引前中間純利益  2,724,737

法人税、住民税及び事業税  1,300,012

過年度法人税等  105,097

法人税等調整額  △393,466

法人税等合計  1,011,643

中間純利益  1,713,093
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注記事項

（重要な会計方針）

１．有価証券の評価基準及び評価方法

(1）関係会社株式

移動平均法による原価法を採用しております。

 

(2）その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの

　中間決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移

動平均法により算定）を採用しております。

市場価格のない株式等

　移動平均法による原価法を採用しております。

 

２．引当金の計上基準

(1）賞与引当金

　従業員に対する賞与の支給に備えるため、当中間会計期間に帰属する額を計上しております。

 

(2）役員賞与引当金

　役員に対する賞与の支給に備えるため、当中間会計期間に帰属する額を計上しております。

 

(3）退職給付引当金

　従業員に対する退職給付に備えるため、当中間期末における退職給付債務と年金資産の見込額に基づ

き退職給付引当金を計上しております。ただし、当中間期末においては、年金資産の額が、退職給付債

務に未認識数理計算上の差異等を加減した額を超過するため、資産の部に前払年金費用を計上しており

ます。

　退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間期末までの期間に帰属させる方法について

は、期間定額基準によっております。

　過去勤務債務については、その発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（８年）

による定額法により、発生した事業年度から費用処理しております。

　数理計算上の差異は、その発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（８年）によ

る定額法により按分額を、それぞれ発生した翌事業年度から費用処理することとしております。

 

EDINET提出書類

ＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社(E06264)

訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

34/46



３．収益及び費用の計上基準

　当社は、投資運用サービスから委託者報酬、運用受託報酬、投資助言報酬、業務受託報酬およびその他

営業収益を稼得しております。これらには成功報酬が含まれる場合があります。

　委託者報酬：当該報酬は投資信託の信託約款に基づき日々の純資産価額を基礎として算定し、投資信託

の運用期間にわたり収益として認識しております。

　運用受託報酬：当該報酬は対象顧客との投資一任契約等に基づき純資産価額を基礎として算定し、対象

口座の運用期間にわたり収益として認識しております。

　投資助言報酬：当該報酬は、対象顧客との契約に基づき、提供する投資アドバイスに対する固定報酬ま

たは運用資産に対する一定割合として算定し、契約期間にわたり収益として認識しております。

　業務受託報酬およびその他営業収益：グループ会社から受領する収益は、当社のグループ会社との契約

で定められた算式に基づき月次で算定し、当該報酬は当社がグループ会社にオフショアファンド関連の

サービス等を提供する期間にわたり収益として認識しております。

　成功報酬：投資一任および投資助言に関する成功報酬は、対象となるファンドまたは口座の運用益に対

する一定割合、もしくは特定のベンチマークやその他のパフォーマンス目標を上回る超過運用益に対する

一定割合として認識されます。いずれの報酬も、契約に基づき支払われることが確定した時点で収益とし

て認識しております。

 

（中間貸借対照表関係）

第36期中間会計期間末
（2025年９月30日）

※１　消費税等の取扱い

　仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺の

うえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債

の「その他未払金」に含めて表示しておりま

す。

 

（中間損益計算書関係）

第36期中間会計期間
（自2025年４月１日
至2025年９月30日）

※１　営業外収益のうち主要なもの

雑益　　　　　　　　　　　　31,095千円

※２　営業外費用のうち主要なもの

関係会社等配賦経費　　　　 579,087千円
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（リース取引関係）

第36期中間会計期間末
（2025年９月30日）

　オペレーティング・リース取引のうち解約不能

のものに係る未経過リース料は以下のとおりであ

ります。
 
１年以内 1,509千円

１年超 －千円

合計 1,509千円
　
 

（金融商品関係）

第36期中間会計期間末（2025年９月30日）

１．金融商品の時価等に関する事項

　2025年９月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりで

あります。なお、金額的重要性が低いと判断するものは次表には含めておりません。また、「市場価

格のない株式等」は次表には含めておりません（（注２）参照）。

    （単位：千円）

  
中間貸借対照表
計上額

時価 差額

 投資有価証券 6,392,299 6,392,299 －

 資産計 6,392,299 6,392,299 －

 長期未払金 271,728 271,728 －

 負債計 271,728 271,728 －

 

（注１）時価と中間貸借対照表計上額との差額の表への記載を省略しているものとその理由

 

資産

「現金及び預金」「未収委託者報酬」「未収収益」

　これらは短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、注記を省略して

います。

 

負債

「未払手数料」「その他未払金」「未払費用」

　これらは短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、注記を省略して

います。
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（注２）市場価格のない株式等

　下記の関係会社株式及び投資有価証券（合同会社出資金）については、市場価格のない株式等と認

められるため、上表に含めておりません。

 

 （単位：千円）

 中間貸借対照表計上額

関係会社株式 60,000

投資有価証券（合同会社出資金） 576,447

 

２．金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

　金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用すること

により、当該価額が変動することもあります。

 

３．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

　金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つの

レベルに分類しております。

　レベル１の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格により算定した時

価

　レベル２の時価：レベル１のインプット以外の直接又は間接的に観察可能なインプットを用いて算定

した時価

　レベル３の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価

　時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそ

れぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しておりま

す。

 

(1）時価で中間貸借対照表に計上している金融商品

    （単位：千円）

 レベル１ レベル２ レベル３ 合計

投資有価証券 － 6,392,299 － 6,392,299

資産計 － 6,392,299 － 6,392,299
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(2）時価で中間貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品

    （単位：千円）

 レベル１ レベル２ レベル３ 合計

長期未払金 － 271,728 － 271,728

負債計 － 271,728 － 271,728

（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

「投資有価証券」

　投資信託は基準価額を用いて評価しており、活発な市場における相場価格とはいえないことから、レ

ベル２の時価に分類しております。

「長期未払金」

　長期未払金の時価については、当該未払金の支払までの期間を基に信用リスクを加味した利率で割り

引いた現在価値により算定しており、時価は帳簿価額と近似していることから当該帳簿価額によってお

ります。これに伴い、レベル２の時価に分類しております。

 

（有価証券関係）

第36期中間会計期間末（2025年９月30日）

１．関係会社株式

　関係会社株式（中間貸借対照表計上額　60,000千円）については市場価格のない株式等と認められるも

のであることから、記載しておりません。

 

２．その他有価証券

　投資有価証券（合同会社出資金）（中間貸借対照表計上額　576,447千円）については市場価格のない株

式等と認められるものであることから、記載しておりません。

    （単位：千円）

 種類
中間貸借対照表
計上額

取得原価 差額

中間貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの

その他
投資信託

6,392,299 5,591,000 801,299

合計 6,392,299 5,591,000 801,299

 

（収益認識関係）

顧客との契約から生じる収益を分解した情報

　当社は、資産運用業の単一セグメントであり、顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、以下のと

おりであります。

      （単位：千円）

 委託者報酬 運用受託報酬 投資助言報酬 業務受託報酬 その他 合計

残高報酬 6,049,076 5,744,768 520,813 1,739,783 166,448 14,220,889

成功報酬 － － 91,924 － － 91,924

合計 6,049,076 5,744,768 612,737 1,739,783 166,448 14,312,814
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（セグメント情報等）

セグメント情報

　当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

 

関連情報

第36期中間会計期間（自　2025年４月１日　至　2025年９月30日）

 

１．サービスごとの情報

      （単位：千円）

 委託者報酬 運用受託報酬 投資助言報酬 業務受託報酬 その他 合計

外部顧客への売上高 6,049,076 5,744,768 612,737 1,739,783 166,448 14,312,814

 

２．地域ごとの情報

営業収益     （単位：千円）

日本 英国 香港 ルクセンブルク その他 合計

7,738,026 1,837,895 1,775,255 1,449,456 1,512,180 14,312,814

（注）営業収益は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。

 

３．主要な顧客ごとの情報

  （単位：千円）

顧客の名称 営業収益 関連するセグメント

JPMorgan Asset Management
(UK) Limited

1,828,221 資産運用業

JPMorgan Asset Management
(Asia Pacific) Limited

1,733,101 資産運用業

JPMorgan Asset Management
(Europe) S.a r.l.

1,449,456 資産運用業
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（１株当たり情報）

第36期中間会計期間
（自2025年４月１日
至2025年９月30日）

　
１株当たり純資産額 365,055.35円

１株当たり中間純利益金額 30,446.87円
　
　なお、潜在株式調整後１株当たり中間純利益金

額については、潜在株式が存在しないため記載し

ておりません。

１株当たりの中間純利益の算定上の基礎
　
中間損益計算書上の中間純利益 1,713,093千円

普通株主に帰属しない金額 －

普通株式に係る中間純利益 1,713,093千円

普通株式の期中平均株式数 56,265株
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第２【その他の関係法人の概況】

１【名称、資本金の額及び事業の内容】

 

原届出書「第三部　委託会社等の情報　第２　その他の関係法人の概況　１　名称、資本金の額及び事業

の内容」について、以下の内容に更新・訂正されます。

 

＜更新・訂正後＞

（１）受託会社

①　名　　　称　みずほ信託銀行株式会社

②　資本金の額　247,369百万円（2025年３月末現在）

③　事業の内容

　　銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務

を営んでいます。

　＜再信託受託会社の概要＞

　　名　　　称　：株式会社日本カストディ銀行

　　事業の内容　：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に

基づき信託業務を営んでいます。

　　再信託の目的：原信託契約にかかる信託事務の一部（信託財産の管理）を原信託受託会社から再信託

受託会社（株式会社日本カストディ銀行）へ委託するため、原信託財産のすべてを再信

託受託会社へ移管することを目的とします。

 

（２）販売会社

名　　称
資本金の額

（2025年３月末現在）
事業の内容

1 株式会社みずほ銀行 1,404,065百万円
銀行法に基づき銀行業を営んでい

ます。

2 みずほ信託銀行株式会社 247,369百万円

銀行法に基づき銀行業を営むとと

もに、金融機関の信託業務の兼営

等に関する法律に基づき信託業務

を営んでいます。

 

（３）運用委託先の会社

名　　称
資本金の額

（2025年３月末現在）
事業の内容

Ｊ．Ｐ．モルガン・インベストメン

ト・マネージメント・インク
450万米ドル

投資運用業務および投資顧問業務

を行っています。

 

（４）運用再委託先の会社

名　　称
資本金の額

（2025年３月末現在）
事業の内容

ＪＰモルガン・アセット・マネジメ

ント（アジア・パシフィック）リミ

テッド

2,790百万香港ドル
投資運用業務および投資顧問業務

を行っています。
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２【関係業務の概要】

＜訂正前＞

　(略)

（３）運用委託先の会社

　マザーファンドに関し、委託会社から運用の指図に関する権限の委託を受け、マザーファンドの運用

指図を行います。

 

＜訂正後＞

　(略)

（３）運用委託先の会社

　マザーファンドに関し、委託会社から運用の指図に関する権限の委託を受け、マザーファンドの運用

指図を行います。

 

（４）運用再委託先の会社

　マザーファンドに関し、運用委託先から運用の指図に関する権限の委託（為替ヘッジを除きます。）

を受け、マザーファンドの運用指図を行います。
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独　立　監　査　人　の　中　間　監　査　報　告　書

 

  2026年１月30日 

ＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社   

 取　締　役　会　御　中

 

 
PwC Japan有限責任監査法人
　　　東京事務所

 

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 鶴　田　光　夫

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 髙　見　昂　平

 

中間監査意見

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」

に掲げられているＪＰモルガン・グランド・アセット・アロケーションの2025年５月29日から2025年11月28日までの

中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中

間監査を行った。

　当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準

拠して、ＪＰモルガン・グランド・アセット・アロケーションの2025年11月28日現在の信託財産の状態及び同日を

もって終了する中間計算期間（2025年５月29日から2025年11月28日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示し

ているものと認める。

 

中間監査意見の根拠

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監

査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人

は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、ＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社及びファンド

から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表

明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

中間財務諸表に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を

作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成

し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切である

かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関す

る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

 

中間財務諸表監査における監査人の責任

　監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投

資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立

場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、

個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があ

ると判断される。

　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業

的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに

対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監

査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手

続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基

づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
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・　中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク

評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表

示に関連する内部統制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連す

る注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に

基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかど

うか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務

諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合

は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日

までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくな

る可能性がある。

・　中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準

拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸

表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。

　監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制の

重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を

行う。

 

利害関係

　ＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会

計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　　上

 

（注）１．上記の中間監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

 

２．XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。

 

　　次へ
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独　立　監　査　人　の　中　間　監　査　報　告　書

 

  2025年12月５日 

ＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社   

 取　締　役　会　御　中

 

 
PwC Japan有限責任監査法人
　　　東京事務所

 

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 鶴　田　光　夫

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 髙　見　昂　平

 

中間監査意見

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状

況」に掲げられているＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社の2025年４月１日から2026年３月31日までの

第36期事業年度の中間会計期間（2025年４月１日から2025年９月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸

借対照表、中間損益計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。

　当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準

拠して、ＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社の2025年９月30日現在の財政状態及び同日をもって終了す

る中間会計期間（2025年４月１日から2025年９月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認

める。

 

中間監査意見の根拠

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監

査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人

は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上

の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断

している。

 

中間財務諸表に対する経営者及び監査役の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を

作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成

し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切である

かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関す

る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

　監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

中間財務諸表監査における監査人の責任

　監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投

資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立

場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、

個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があ

ると判断される。

　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業

的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに

対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監

査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手

続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基

づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
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・　中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク

評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表

示に関連する内部統制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連す

る注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に

基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかど

うか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務

諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合

は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日

までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可

能性がある。

・　中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準

拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸

表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。

　監査人は、監査役に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制の

重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を

行う。

 

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　　上

 

（注）１．上記の中間監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

 

２．XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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